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第 41回東小川土地区画整理審議会 次第 

 
 
１ 会長挨拶 
 
２ 課長挨拶 
 
３ 報 告 

① 会議録及び会議資料の公開について   －２－ 

② 平成１８年度定期人事異動による職員紹介  －９－ 

③ 平成１８年度当初予算の概要について  －10－ 

 
４ 議 事 

第１号議案 評価員の選任について（諮問議案） －12－ 

第２号議案 第 23 回仮換地指定について（諮問議案） －13－ 

第３号議案 審議会の会議の公開又は非公開の 

決定について     －15－ 

  第４号議案 第 41 回東小川土地区画整理審議会の 

会議資料の公開又は非公開の決定について－16－ 
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審議会等の設置及び運営に関する指針 

 

１ 趣旨 

  本市における審議会等の適正な設置及び効率的な運営を図るとともに、市政への市
民参画を促進し開かれた市政を推進するため、審議会等の設置及び運営に関する指針
を定めるものとする。 

 

２ 定義 

この指針において「審議会等」とは、地方自治法第 138 条の 4第 3項に基づく附属
機関及び市民等の意見を市政に反映させることを目的として焼津市の規則、要綱等に
より設置する合議制の組織又は会議で附属機関に準ずるものをいう。ただし、次に掲
げるものについては対象としないものとする。 
（１） 関係団体の連絡調整を主な目的とするもの 
（２） 市職員で構成する内部組織としてのもの 
（３） イベント等の一時的な事業を実施するために設置されるもの 

    
３ 審議会等の設置等 

（１） 新設 
法令の規定に基づき設置が必要な場合を除き、審議会等を新たに設置しようと
する場合、その必要性を十分に検討し、次に掲げる場合に限り設置するものとす
る。 
ア 審議事項が既存の審議会等の所掌事項に含まれていない場合 
イ 既存の審議会等の所掌とすることが適当でないと認められる場合 

（２） 統合 
法令により設置が義務付けられているものを除き、設置目的、所掌事務が類似
又は重複している審議会等は統合するものとする。 

（３） 廃止 
法令により設置が義務付けられているものを除き、次に掲げる審議会等につい
ては、廃止するものとする。 
ア 既に設置目的が達成されたもの 
イ 社会情勢の変化等により設置の必要性が低下しているもの 
ウ 活動が著しく不活発で今後の活動の見込みも少ないもの 
エ 他の手段等により代替可能なもの 

 

４ 委員の選任等 
審議会等の設置目的又は所掌事務に照らして、その機能が発揮されるよう十分留意
するとともに、各界、各層及び幅広い年齢層から委員を選任するものとする。 
（１） 委員の構成 
ア 男女委員の構成 
 委員の構成比率が男性又は女性のいずれかに偏ることのないよう、男性及び
女性の割合がいずれも構成員数の４０パーセントを下回らないことを目標と
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し、平成１９年度までに女性の登用率が３０パーセント以上となるように努め
るものとする。 
イ 関係団体からの選任 
 関係団体への委員推薦の依頼に当っては、当該団体の代表者に限らず、審議
会等の所掌事務にふさわしい知識や経験を有した適任者が得られるよう配慮
するものとする。 
ウ 市職員の選任 
 市職員は、法令で特に定める場合又は審議会等の性質に照らしその専門的知
識や経験等から必要となるもの等やむを得ない場合を除き、委員に選任しない
ものとする。 

（２） 委員の定数 
委員の数は、法令で特に定める場合、又は審議会等の所掌事項に照らし特に必
要があると認められる場合を除き、原則として１５人以内とする。 

（３） 委員の任期 
委員の任期は、法令で特に定める場合、又は審議会等の所掌事項に照らし特に
必要があると認められる場合を除き、原則として３年以内とする。 

（４） 委員の再任の制限 
委員を再任する場合は、在任期間が引き続き１０年を超えないものとする。た
だし、専門的な知識、経験等を有する者が他に得られない場合など、特別な事情
があると認められる場合は、この限りでない。 

（５） 委員の兼務の制限 
同一人が多数の審議会等の委員を兼ねることがないよう、兼務できる審議会等
の数は、原則として５以内とする。 

 

５ 委員の公募 
市民の行政への参画機会を拡充し、広く市民の意見を行政に反映させるため、積極
的に委員の公募を行うものとし、公募の際の応募資格、選考方法その他必要な事項は、
「審議会等の委員の公募に関する要領」に定めるところによる。 
 

６ 会議の運営 
会議の公正性と透明性を確保し、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって開
かれた行政を推進するため、審議会等の公開や市民への的確な情報提供に努めるもの
とする。 
（１） 会議の公開 

会議は、原則として公開する。ただし、当該会議が焼津市公文書公開条例（平
成４年焼津市条例第３号。以下「条例」という。）第 10 条各号に規定する非公開
情報を含む内容について審議を行う場合は、会議の全部又は一部を公開しないも
のとする。 

（２） 会議録の公開 
ア 会議録は、会議終了後速やかに作成し、会議資料とともに公開するものとす
る。ただし、当該会議録が条例第 10 条の各号に規定する非公開情報を含む場
合は、会議録の全部又は一部を公開しないものとする。 
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イ 会議資料の公開・非公開等については、当該会議において決定するものとす
る。 

（３） その他 
前２号に定めるもののほか、会議の運営及び公開について必要な事項は、「審
議会等の会議の公開に関する要領」に定めるところによる。 

 

７ 施行期日 
この指針は、平成１８年４月１日から施行する。 
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審議会等の会議の公開に関する要領 
 
１ 趣旨 

この要領は、市政の市民参画と情報の共有化を更に進め、公正で透明性の高い開か
れた市政を推進するため、審議会等（「審議会等の設置及び運営に関する指針」に規
定する審議会等をいう。以下同じ）の会議の公開について必要な事項を定めるものと
する。 
 
２ 会議の公開基準 

 会議は原則として公開する。ただし、次のいずれかに該当する場合は、会議の全部
又は一部を非公開とすることができる。 
(１) 当該会議が焼津市公文書公開条例（平成４年焼津市条例第３号。以下「条例」
という。）第 10 条各号に規定する非公開情報に該当する内容について審議等を行
う場合 

(２) 公開することにより、公正又は円滑な会議の運営が阻害され、会議の目的が達
成できなくなると認められる場合 

 
３ 公開又は非公開の決定 

(１) 会議の公開又は非公開の決定は、２の会議の公開基準に基づき、当該審議会等
が決定するものとする。 

(２) 審議会等は、会議の全部又は一部を公開しないことを決定した場合は、その理
由を明らかにしなければならない。 

 
４ 公開の方法 
(１) 審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該会議の傍聴を認め
ることにより行うものとする。 

(２) 審議会等は公開する会議において傍聴を認める者の定員をあらかじめ定め、当
該会議の会場に傍聴席を設けるものとする。 

(３) その他審議会等の会議の傍聴について必要な事項は、当該審議会等の所管課に
おいて定めるものとする。 

 
５ 会議開催の周知 

審議会等は、公開する会議の開催に当たっては、当該会議開催日の概ね１週間前ま
でに、次に掲げる事項を市の広報紙及び市のホームページに掲載するものとする。た
だし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。 
(１) 会議の名称 
(２) 開催日時 
(３) 開催場所 
(４) 審議事項（議題） 
(５) 傍聴の定員 
(６) 傍聴の受付期間 
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(７) 審議会等の事務局の問い合わせ先 
(８) その他必要な事項 
 
６ 会議録の作成    
(１) 審議会等の事務局は、会議の公開、非公開にかかわらず、会議終了後速やかに
会議録を作成しなければならない。 

(２) 会議録の作成に当たっては、当該会議における審議内容、審議経過等を市民が
十分理解できるように努め、次の事項を記載するものとする。 
ア 会議の名称 
イ 開催日時 
ウ 場所 
エ 会議の公開の可否 
オ 傍聴者数（公開の場合） 
カ 非公開の理由（非公開、一部非公開の場合） 
キ 出席委員 
ク 議題 
ケ 審議等の内容 
コ その他必要な事項 

 
７ 会議録の公開 

(１) 会議録（会議資料を公開する場合は、会議資料を含む）は、作成後速やかに公
開するものとする。ただし、条例第 10 条各号に該当すると認められる事項が記
載された部分については、この限りでない。 

(２) 会議録及び会議資料の公開は、公文書公開コーナーにおける閲覧及び市のホー
ムページへの掲載により行うものとする。 

 
８ 特別の定めのある場合の取扱い 

 審議会等の会議の公開等について法令に特別の定めがあるときは、その定めるとこ
ろによるものとする。 
 

９ 公開に関する事務の所管 

公開に関する事務は、審議会等の所管課が行うものとする。 
 

10 施行期日 

この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 
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焼津市情報公開条例（抜粋） 

平成 18年３月 23日 
条例第２号 

 
焼津市公文書公開条例（平成４年焼津市条例第３号）の全部を改正する。 
 
（公文書の公開義務） 
第第第第７７７７条条条条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げ

る情報（以下「非公開情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求

者に対し、当該公文書を公開しなければならない。 
(１) 法令若しくは条例（以下「法令等」という。）の規定又は実施機関が法律上従う義務
を有する国の機関若しくは県の機関の明示の指示その他これに類する行為により、公にす

ることができないとされている情報 
(２) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、当
該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができ

るもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなる

ものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個

人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている

情報 
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認め

られる情報 
ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和 22年法律第 120号）第２条第１項に規
定する国家公務員、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する

法律（平成 13年法律第 140号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以
下同じ。）の役員及び職員、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第２条に規定
する地方公務員並びに地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成 15年法律第 118
号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の役員及び職員

をいう。）である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、

当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 
(３) 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。
以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であっ

て、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にする

ことが必要であると認められる情報を除く。 
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあるもの 
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、 
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法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該

条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認めら

れるもの 
(４) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公
共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の

理由がある情報 
(５) 市の機関及び国等（国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人を
いう。以下同じ。）の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であ

って、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわ

れるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与

え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 
(６) 市の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることに
より、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂

行に支障を及ぼすおそれがあるもの 
ア 監査、検査、取締り、徴税又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難に

するおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にする

おそれ 
イ 契約、交渉、渉外又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事

者としての地位を不当に害するおそれ 
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 
オ 市又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害す

るおそれ 
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平成平成平成平成１８１８１８１８年度都市住宅部区画整理課年度都市住宅部区画整理課年度都市住宅部区画整理課年度都市住宅部区画整理課のののの職員配置表職員配置表職員配置表職員配置表    
 

都市住宅部長 
小澤小澤小澤小澤    武由武由武由武由    

 

区画整理課長 
村松村松村松村松    章章章章    

 
  

 
  

（事業管理担当） (換地清算担当)   (工事担当)    (補償担当) 
係長 
増田増田増田増田    恵志恵志恵志恵志    

 係長 
原田原田原田原田    昌明昌明昌明昌明    

 係長 
堂森堂森堂森堂森    孝孝孝孝    

主幹 
増田増田増田増田    清志清志清志清志    

    
主査 
打桐打桐打桐打桐    浩之浩之浩之浩之    

 主任主査 
齊藤齊藤齊藤齊藤    康江康江康江康江 

 主査 
鈴木鈴木鈴木鈴木    健健健健    

主査 
佐藤佐藤佐藤佐藤    三夫三夫三夫三夫    

 
主事 
福與福與福與福與    しほりしほりしほりしほり    

 主査○ 
前川前川前川前川    英己英己英己英己 

 主査○ 
榊原榊原榊原榊原    一郎一郎一郎一郎    

主査 
鈴木鈴木鈴木鈴木    彰彰彰彰    

  ３名 
主査 
山本山本山本山本    真人真人真人真人 

 主任技師 
福島福島福島福島    由久由久由久由久    

主査○ 
望月望月望月望月    誉之誉之誉之誉之    

                    ４名 
事務員     
岩田岩田岩田岩田    昌規昌規昌規昌規    

 主任主事 
福里紳太郎福里紳太郎福里紳太郎福里紳太郎    

                              
事務員 
粟野粟野粟野粟野    敏正敏正敏正敏正    

    主任主事 
朝倉朝倉朝倉朝倉    満満満満    

            ６名 
主事○ 
増田増田増田増田    裕樹裕樹裕樹裕樹    

                   ７名 
                  

       ○新規配属       
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第 1号議案  
 
評価員の選任について 

志太広域都市計画事業東小川土地区画整理事業における評価員に下記の者を
選任したいので、土地区画整理法第 65条第 1項の規定により貴審議会の同意を
求めます。 

 
記 

 
 望月 八千代     焼津市西小川五丁目 6－2  

（静岡地方法務局焼津出張所長） 
 

平成 18年 6月 22日 
              志太広域都市計画事業東小川土地区画整理事業 

施行者  焼 津 市 
代表者  焼津市長 戸本 隆雄 

18-015資料



 13

 
 
第 2号議案  

 
第 23回仮換地指定について 

 別冊仮換地指定調書のとおり仮換地を指定したいので、土地区画整理法第 98
条第 3項の規定により貴審議会の意見を求めます。 
 

記 
 
１ 仮換地指定調書（第 23回）  別冊のとおり 
２ 仮換地指定図面（第 23回）  別冊のとおり 
 

平成 18年 6月 22日 
              志太広域都市計画事業東小川土地区画整理事業 

施行者  焼 津 市 
代表者  焼津市長 戸本 隆雄 

 

18-015資料



 14

 

東小川土地区画整理事業 仮換地指定進捗率表 

平成１８年６月２２日現在

整理前宅地地積 （基準地積）  （㎡） 134,418.13 

 

仮 換 地 指 定 さ れ た 従 前 地 積  （ 基 準 地 積 ） 

指定回 指定日 面積（㎡） 率（％） 累計面積（㎡） 累計率（％）

第 １ 回 平成 ８年 ２月 １日 634.30 0.47% 634.30 0.47% 

第 ２ 回 平成 ９年 ９月１９日 6,147.78 4.57% 6,782.08 5.05% 

第 ３ 回 平成１０年 ３月 ４日 24,696.28 18.37% 31,478.36 23.42% 

第 ４ 回 平成１０年 ７月３１日 3,766.95 2.80% 35,245.31 26.22% 

第 ５ 回 平成１０年１０月１２日 1,673.00 1.24% 36,918.31 27.47% 

第 ６ 回 平成１１年 ３月 １日 4,949.97 3.68% 41,868.28 31.15% 

第 ７ 回 平成１１年 ４月３０日 3,655.33 2.72% 45,523.61 33.87% 

第 ８ 回 平成１１年 ７月１９日 20,264.21 15.08% 65,787.82 48.94% 

第 ９ 回 平成１１年１２月２４日 12,121.14 9.02% 77,908.96 57.96% 

第１０回 平成１２年 ５月１０日 指定変更のみ 77,908.96 57.96% 

第１１回 平成１２年１０月３０日 6,812.19 5.07% 84,721.15 63.03% 

第１２回 平成１３年 ８月１３日 2,892.52 2.15% 87,613.67 65.18% 

第１３回 平成１３年 １０月 ２日 5,441.05 4.05% 93,054.72 69.23% 

第１４回 平成１４年 １月１１日 6,252.23 4.65% 99,306.95 73.88% 

第１５回 平成１４年 ５月２２日 1,281.55 0.95% 100,588.50 74.83% 

第１６回 平成１４年１２月１８日 4,254.98 3.17% 104,843.48 78.00% 

第１７回 平成１５年 ３月２６日 6,200.68 4.61% 111,044.16 82.61% 

第１８回 平成１６年 ５月１２日 6,274.81 4.67% 117,318.97 87.28% 

第１９回 平成１６年１１月１０日 1,194.80 0.89% 118,513.77 88.17% 

第２０回 平成１７年 ３月３０日 2,497.13 1.86% 121,010.90 90.03% 

第２１回 平成１７年 ６月２７日 2,246.67 1.67% 123,257.57 91.70% 

第２２回 平成１８年 ４月 ７日 4,287.17 3.19% 127,544.74 94.89% 

第２３回 平成１８年   月   日 1,456.80 1.08% 129,001.54 95.97% 

 
 

18-015資料



 15

 
 

第３号議案  
 
審議会の公開又は非公開の決定について 

 審議会等の会議の公開に関する要領３の規定により、下記のとおり、東小川
土地区画整理審議会の会議の公開又は非公開について決定するため、貴審議会
の議決を求めます。 
 

記 
 
１ 公開または非公開の決定 
 東小川土地区画整理審議会の会議は非公開とする。 
 
２ 非公開とする理由 
 焼津市情報公開条例（平成 18年 3月 23日条例第 2号）第 7条第 2号に規定
する非公開情報を審議することから、非公開とする。 
 

平成 18年 6月 22日 
              志太広域都市計画事業東小川土地区画整理事業 

施行者  焼 津 市 
代表者  焼津市長 戸本 隆雄 

18-015資料



 16

 
 
第４号議案  

 
第 41回東小川土地区画整理審議会の会議資料の 
公開又は非公開の決定について 

 審議会等の設置及び運営に関する指針６（２）イの規定により、下記のとお
り、第 41回東小川土地区画整理審議会の会議資料の公開又は非公開について決
定するため、貴審議会の議決を求めます。 
 

記 
 
１ 公開とする会議資料 
第 41回東小川土地区画整理審議会の会議資料は公開とする。 
ただし、会議資料 12ページ第 1号議案における評価員の選任対象である者
の氏名、住所、肩書きの部分については、焼津市情報公開条例（平成 18年 3
月 23日条例第 2号）第 7条第 2号に規定する非公開情報に該当するため非公
開とする。 

 
２ 非公開とする会議資料 
  別冊仮換地指定調書（第 23 回）及び別冊仮換地指定図面（第 23 回）につ
いては、焼津市情報公開条例（平成 18年 3月 23日条例第 2号）第 7条第 2
号に規定する非公開情報に該当するため非公開とする。 

 
平成 18年 6月 22日 

              志太広域都市計画事業東小川土地区画整理事業 
施行者  焼 津 市 
代表者  焼津市長 戸本 隆雄 

 

 

18-015資料


